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ハピネスは予定利率年1.25％※1

＋
 配当金！！※2

※1 予定利率については将来変更される場合があります。
※2 毎年の配当金は決算（2月1日）で決定し、毎年の決算
により配当金が生じた場合には、積立期間中は責任準備金
の積増のための保険料の払込に充当し、年金受給権取得
後は年金の増額のための保険料に充当します。
決算実績によってはお支払できない年度もあります。年度
途中で脱退した場合、その年の配当金は付与されません。

全電線年金共済（ハピネス）のしくみ
全電線年金共済（ハピネス）のしくみ

ハピネスは組合員のセカンドライフを安心
したものとするための拠出型企業年金保険だよ●◉リスク・リターンの関係

●◉手ごろな掛金

●◉無理なくコツコツ貯める

超高齢社会の一層の進展により、自助努力による資産形成がますます重要になるなか、
みなさまの老後の豊かな生活のために、福利厚生制度への期待が高まっています。

運用で得た
利益が元本に
プラスされるから
複利の効果って
すごいんだね

月払は
3口から始められる
なら手ごろだね

主な金融商品のリスク・リターンのイメージ
図は右の通りとなっています。拠出型企業年金
保険（ハピネス）は中程度のリスク、中程度の
リターンが見込まれリスクを抑制しつつ、長期
にわたって確実なリターンが期待できる制度
となっています。

・掛金の種類は月払、半年払があります。また、月払加入者は一時払による積立もできます。
・月払は3口（3,000円）から始めることができます。
・年に1度、掛金を変更することもできます。

掛　金

7 8

申請することにより
積立完了年齢

60歳➡65歳に変更可

制度内容等の詳細はパンフレットをご参照ください

パピネスは65歳まで積み立て
ハピネスは65歳まで積み立て

ハピネスの積立完了年齢は満60歳ですが、満60歳到達日の2ヵ月前に、継続加入・繰延申請書を提出すると積立完
了年齢を満65歳に変更することができます。

●◉ハピネスは65歳まで積立可能！

繰延は掛金払い込みを停止してそのまま据え置き、受け取りを延長できる制度です（今まで積み立てた金額を運用に回す）
そのため、繰延中は予定利率年1.25％※1＋配当金※2で運用されます。
最長10年まで年金受給を繰延することができます。（満55歳以上の加入者に限ります。）
ただし、継続加入と繰延を両方を同時に選択することはできません。

●◉繰延もできる！

65歳以上世帯の月額収支例は以下の図の通り、収入が約25.2万円に対して支出は28.6万円となっており、
3.4万円不足する結果となっています。
老後を安心して過ごすため、自助努力が必要です。
そのためハピネスを有効に活用しましょう！

●◉65歳以上世帯の月額収支例

65歳まで
加入できるなんて
知らなかった！！

（注） 1 高齢夫婦無職世帯とは、65歳以上の夫婦のみの無職世帯である。
　　 2 図中の「社会保障給付」及び「その他」の割合（％）は、実収入に占める割合である。
　　 3 図中の「食料」から「その他の消費支出」までの割合（％）は、消費支出に占める割合である。
　　 4 図中の「消費支出」のうち、他の世帯への贈答品やサービスの支出は、「その他の消費支出」の「うち交際費」に含まれている。
　　 5 図中の「差額分」とは、「実収入」と、「消費支出」及び「非消費支出」の計との差額である。
　　 6 記載の数字は、表章単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも合計とは一致しません。

令和6年の簡易生命表によると日本人の平均寿命は男性が81.09年、女性が87.13年となっています。
充実した老後を送るには、生活資金の確保が重要です。＜厚生労働省「令和6年簡易生命表」＞

へぇー
65歳まで継続した後に、
最長10年間（満75歳まで）
繰延することもできるんだね

※1 予定利率については将来変更される場合があります。
※2 毎年の配当金は決算（2月1日）で決定し、毎年の決算により配当金が生じた場合には、積立期間中は責任準備金の
積増のための保険料の払込に充当し、年金受給権取得後は年金の増額のための保険料に充当します。決算実績によって
はお支払できない年度もあります。年度途中で脱退した場合、その年の配当金は付与されません。
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月払 10口（1万円）加入の場合
改正前（2026年3月31日まで） 改正後（〔参考〕2026年4月1日以降）

一時払 10口（100万円）加入の場合
改正後（〔参考〕2026年4月1日以降）

2026年4月より、明治安田生命、日本生命、第一生命の保険料比例保険事務費がゼロ。

2026年10月より、住友生命の保険料比例保険事務費がゼロとなります。

改正前は保険料に対して約1.3％の保険料比例保険事務費がかかっていましたが、
改正後は保険料比例保険事務費がゼロになります
※保険料：掛金から制度運営費を除いたもの

※すべての生保会社が保険料比例保険事務費ゼロになった場合

大きな改正ポイント
大きな改正ポイント

●◉保険料比例保険事務費がゼロに！！

「一時払」は運営事務費がかからず、うまく利用することが積立金を増やすコツです。
年2回のチャンスをお見逃しなく！（締切等の詳細は所属の組合まで）

●◉余裕資金は、一時払の利用がおすすめ！

これにより、掛金の元本割れ期間が短縮し、
以前よりも短い積み立て期間で利益がでるんだ！！

加入
年数

1

2

3

4

5

払込掛金
合計額

120,000

240,000

360,000

480,000

600,000

円

円

円 円 円 円

払込掛金
合計額

120,000

240,000

360,000

480,000

600,000

脱退一時金額
（積立金額）

約119,400

240,100

362,200

485,700

610,600

脱退一時金額
（積立金額）

約117,800

237,000

357,500

479,400

602,600

改正前後の
積立金額の差額

約1,600

3,100

4,700

6,300

8,000

加入
年数

1

2

3

4

5

加入
年数

1

2

3

4

5

脱退一時金額
（積立金額）

約1,011,100

1,022,500

1,033,900

1,045,500

1,057,200
ハピネスパンフレットの  

給付額試算表を見てみてね！！※詳細はパンフレットP5～P8をご確認ください

※詳細はパンフレットP5～P8をご確認ください

えー!
こんなに変わったんだね!

さらに半年払い、
一時払いも変わっているよ

ＱＲコードを
読み込んでね!
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生命保険料控除のポイント
生命保険料控除のポイント

●◉生命保険料控除制度を上手に利用しよう！

●◉所得税だけでなく住民税も！！

個人年金保険料控除適用：年金受給権取得年齢（55歳）まで10年以上ある方。（44歳以下で加入）

一般生命保険料控除適用：満45歳以上で加入した方。

●◉対象者

ハピネスは旧制度に
おける生命保険料控除

のため、一般生命保険料控除
でも個人年金保険控除
でも控除額上限が5万円

なんだね！

旧制度における生命保険料控除でも
“一般生命保険料控除”と“個人年金保険料控除”合わせて所得税で10万円、
住民税で7万円でかなりの税負担軽減になるね
＊2026年1月現在の制度に基づくものであり、将来変更される可能性があります

生命保険料控除ってさ、“一般生命保険料控除”、“介護医療保険料控除”、“個人年金保険料控除”の
3つの控除種類があるんだよね。
で、その中の“一般生命保険料控除”ってのは主に生命保険が対象なんだ。
生命保険に入っている場合は“一般生命保険料控除”そして、44歳までにハピネスに入っておく
と、“個人年金保険料控除”が適用になるから“一般生命保険料控除”と“個人年金保険料控除”
それぞれ利用できるんだ。
この組み合わせはけっこうお得なんだよね！
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それぞれ利用できるんだ。
この組み合わせはけっこうお得なんだよね！
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申請することにより
積立完了年齢

60歳➡65歳に変更可

制度内容等の詳細はパンフレットをご参照ください

パピネスは65歳まで積み立て
ハピネスは65歳まで積み立て

ハピネスの積立完了年齢は満60歳ですが、満60歳到達日の2ヵ月前に、継続加入・繰延申請書を提出すると積立完
了年齢を満65歳に変更することができます。

●◉ハピネスは65歳まで積立可能！

繰延は掛金払い込みを停止してそのまま据え置き、受け取りを延長できる制度です（今まで積み立てた金額を運用に回す）
そのため、繰延中は予定利率年1.25％※1＋配当金※2で運用されます。
最長10年まで年金受給を繰延することができます。（満55歳以上の加入者に限ります。）
ただし、継続加入と繰延を両方を同時に選択することはできません。

●◉繰延もできる！

65歳以上世帯の月額収支例は以下の図の通り、収入が約25.2万円に対して支出は28.6万円となっており、
3.4万円不足する結果となっています。
老後を安心して過ごすため、自助努力が必要です。
そのためハピネスを有効に活用しましょう！

●◉65歳以上世帯の月額収支例

65歳まで
加入できるなんて
知らなかった！！

（注） 1 高齢夫婦無職世帯とは、65歳以上の夫婦のみの無職世帯である。
　　 2 図中の「社会保障給付」及び「その他」の割合（％）は、実収入に占める割合である。
　　 3 図中の「食料」から「その他の消費支出」までの割合（％）は、消費支出に占める割合である。
　　 4 図中の「消費支出」のうち、他の世帯への贈答品やサービスの支出は、「その他の消費支出」の「うち交際費」に含まれている。
　　 5 図中の「差額分」とは、「実収入」と、「消費支出」及び「非消費支出」の計との差額である。
　　 6 記載の数字は、表章単位未満を四捨五入しているため、内訳を足し上げても必ずしも合計とは一致しません。

令和6年の簡易生命表によると日本人の平均寿命は男性が81.09年、女性が87.13年となっています。
充実した老後を送るには、生活資金の確保が重要です。＜厚生労働省「令和6年簡易生命表」＞

へぇー
65歳まで継続した後に、
最長10年間（満75歳まで）
繰延することもできるんだね

※1 予定利率については将来変更される場合があります。
※2 毎年の配当金は決算（2月1日）で決定し、毎年の決算により配当金が生じた場合には、積立期間中は責任準備金の
積増のための保険料の払込に充当し、年金受給権取得後は年金の増額のための保険料に充当します。決算実績によって
はお支払できない年度もあります。年度途中で脱退した場合、その年の配当金は付与されません。
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